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地方卸売市場大船渡市魚市場条例（新旧対照表） 

 

改正前 改正後 改正趣旨 

○地方卸売市場大船渡市魚市場条例 ○地方卸売市場大船渡市魚市場条例  

平成25年12月17日条例第51号 平成25年12月17日条例第51号  

改正 改正  

平成27年９月18日条例第35号 平成27年９月18日条例第35号  

 令和２年３月19日条例第13号  

地方卸売市場大船渡市魚市場条例 地方卸売市場大船渡市魚市場条例  

地方卸売市場大船渡市魚市場条例（昭和48年大船渡市条例第３

号）の全部を改正する。 

地方卸売市場大船渡市魚市場条例（昭和48年大船渡市条例第３

号）の全部を改正する。 

 

（趣旨） （趣旨）  

第１条 この条例は、卸売市場法（昭和46年法律第35号。以下「法」

という。）の規定に基づく地方卸売市場の設置及び管理運営に関

し必要な事項を定めるものとする。 

第１条 この条例は、卸売市場法（昭和46年法律第35号。以下「法」

という。）の規定に基づく地方卸売市場の設置及び管理運営に

関し必要な事項を定めるものとする。 

 

（設置） （設置）  

第２条 大船渡港に水揚げされる水産物の売買取引の適正化並び

にその生産及び流通の円滑化を図り、もって市民生活の安定に資

するため、法第２条第４項に規定する地方卸売市場（以下「魚市

場」という。）を設置する。 

第２条 大船渡港に水揚げされる水産物の売買取引の適正化並び

にその生産及び流通の円滑化を図り、もって市民生活の安定に

資するため、法第13条第１項に規定する地方卸売市場（以下「魚

市場」という。）を設置する。 

法改正による

参照条文の改

正 

２ 魚市場の名称及び位置は、次のとおりとする。 ２ 魚市場の名称及び位置は、次のとおりとする。  

 名称 位置   名称 位置   

 地方卸売市場大船渡市

魚市場 

大船渡市大船渡町字永沢209

番地 

  地方卸売市場大船渡市

魚市場 

大船渡市大船渡町字永沢209

番地 

  

（取扱品目） （取扱品目）  

第３条 魚市場において取り扱う品目は、生鮮水産物及びその加

工品とする。 

第３条 魚市場において取り扱う品目は、生鮮水産物及びその加

工品とする。 

 

 （開設者の責務） 地方卸売市場

の必須規定事

項〔法第13条第

５項第３号の

イ関係〕 

 第３条の２ 開設者（以下「市長」という。）は、魚市場の業務

の運営に関し、取引参加者（法第４条第４項第２号に規定する

取引参加者をいう。以下同じ。）に対して、不当に差別的な取

扱いをしてはならない。 

（魚市場の施設区分） （魚市場の施設区分）  

参考資料１ 
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改正前 改正後 改正趣旨 

第４条 魚市場の施設の区分は、次のとおりとする。 第４条 魚市場の施設の区分は、次のとおりとする。  

(１) 魚市場施設 次号から第４号までの施設以外の施設 (１) 魚市場施設 次号から第４号までの施設以外の施設  

(２) 活性化施設 多目的ホール、飲食施設、展示施設、交流

デッキ、展望デッキ及び見学デッキ 

(２) 活性化施設 多目的ホール、飲食施設、展示施設、交流

デッキ、展望デッキ及び見学デッキ 

 

(３) 共用施設 洗濯設備、シャワー設備及び休憩室 (３) 共用施設 洗濯設備、シャワー設備及び休憩室  

(４) その他施設 関連業者事務室、充電設備、駐車場その他

市長が定める魚市場の施設 

(４) その他施設 関連業者事務室、充電設備、駐車場その他

市長が定める魚市場の施設 

 

 （卸売業者の許可） これまでは卸

売業者の許可

は県の権限で

あったが、改正

法では開設者

に決定権が移

ったことによ

る規定の追加。 

 第４条の２ 魚市場の卸売業者（法第２条第４項に規定する卸売

業者をいう。）になろうとする者は、別に定める業務規程によ

り、市長の許可を受けなければならない。 

 ２ 市長は、前項の許可を受けようとする者が、次の各号のいず

れかに該当するときは、許可をしてはならない。 

  (１) 法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行

を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日か

ら起算して２年を経過しない者であるとき。 

  (２) 次条第１項の規定による許可の取消しを受け、その取消

しの日から起算して２年を経過しない者であるとき。 

  (３) 申請者が法人であって、その業務を執行する役員のうち

に第１号又は前号に該当する者があるものであるとき。 

  (４) 魚市場における卸売の業務を公正かつ適確に遂行するの

に必要な知識経験又は資力信用を有する者でないと認めると

き。 

  （卸売業者の許可の取消し等） 

 第４条の３ 市長は、卸売業者（前条第１項の許可を受けた者を

いう。以下同じ。）が同条第２項各号のいずれかに該当するに

至ったときは、その許可を取り消すものとする。 

 ２ 市長は、卸売業者が次の各号のいずれかに該当する場合にお

いては、魚市場における売買取引の全部又は一部を制限するこ

とができる。 

  (１) 売買取引に関し、不正があったとき。 

  (２) 卸売代金の支払を怠ったとき。 
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改正前 改正後 改正趣旨 

  (３) その他卸売業者として不適当と認められるとき。 

（魚市場施設の使用許可等） （魚市場施設の使用許可等）  

第５条 市長は、卸売市場条例（昭和47年岩手県条例第16号。以

下「県条例」という。）第６条の許可を受けた者に対し、魚市場

施設の使用を許可し、卸売業務を行わしめるものとする。 

第５条 市長は、卸売業者に対し、魚市場施設の使用を許可し、

卸売業務を行わせるものとする。 

 

前段：県条例の

廃止による改

正 

後段：表現の修

正 

２ 前項の規定により魚市場施設の使用を許可する期間は、10年

以内とする。ただし、期間満了後引続き使用しようとするときは、

期間満了の２月前までに更新の許可を受けなければならない。 

２ 前項の規定により魚市場施設の使用を許可する期間は、10年

以内とする。ただし、期間満了後引続き使用しようとするとき

は、期間満了の２月前までに更新の許可を受けなければならな

い。 

 

（活性化施設等の利用許可等） （活性化施設等の利用許可等）  

第６条 活性化施設、共用施設及びその他施設（以下「活性化施

設等」という。）（第３項各号に掲げる施設に限る。）を利用し

ようとする者は、指定管理者（地方自治法（昭和22年法律第67

号）第244条の２第３項に規定する指定管理者をいう。以下同

じ。）の許可を受けなければならない。 

第６条 活性化施設、共用施設及びその他施設（以下「活性化施

設等」という。）（第３項各号に掲げる施設に限る。）を利用

しようとする者は、指定管理者（地方自治法（昭和22年法律第

67号）第244条の２第３項に規定する指定管理者をいう。以下同

じ。）の許可を受けなければならない。 

 

２ 指定管理者は、活性化施設等の管理上必要があると認めると

きは、前項の許可に条件を付することができる。 

２ 指定管理者は、活性化施設等の管理上必要があると認めると

きは、前項の許可に条件を付することができる。 

 

３ 第１項の規定により活性化施設等の利用を許可する期間は、

次の各号に掲げる施設に応じ、それぞれ当該各号に定めるところ

による。ただし、第２号、第４号及び第５号の施設を期間満了後

引続き使用しようとするときは、期間満了の２月前までに更新の

許可を受けなければならない。 

３ 第１項の規定により活性化施設等の利用を許可する期間は、

次の各号に掲げる施設に応じ、それぞれ当該各号に定めるとこ

ろによる。ただし、第２号、第４号及び第５号の施設を期間満

了後引続き使用しようとするときは、期間満了の２月前までに

更新の許可を受けなければならない。 

 

(１) 多目的ホール １日（午前９時から午後９時まで。第３

号において同じ。）以内 

(１) 多目的ホール １日（午前９時から午後９時まで。第３

号において同じ。）以内 

 

(２) 飲食施設 ５年以内 (２) 飲食施設 ５年以内  

(３) 共用施設 ４月から12月までの期間内における１日以内 (３) 共用施設 １日以内 利用希望者の

状況に対応し

た共用施設の

利用期間延長 

(４) 関連業者事務室 １年以内 (４) 関連業者事務室 １年以内  
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改正前 改正後 改正趣旨 

(５) 充電設備 ３年以内 (５) 充電設備 ３年以内  

４ 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第１

項の許可をしないものとする。 

４ 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第１

項の許可をしないものとする。 

 

(１) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗に反するおそれがある

場合 

(１) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗に反するおそれがある

場合 

 

(２) 活性化施設等の施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡

失するおそれがある場合 

(２) 活性化施設等の施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡

失するおそれがある場合 

 

(３) 漁船の乗組員以外の者が共用施設を利用しようとする場

合 

(３) 漁船の乗組員以外の者が共用施設を利用しようとする場

合 

 

(４) 前２号に掲げるもののほか、活性化施設等の管理上適当

でない場合 

(４) 前２号に掲げるもののほか、活性化施設等の管理上適当

でない場合 

 

（行為の禁止） （行為の禁止）  

第７条 第５条第１項の魚市場施設の使用の許可を受けた者（以

下「卸売業者」という。）、前条の許可を受けた者その他の魚市

場に入場する者は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、

第５号及び第６号において市長が必要と認める場合は、この限り

でない。 

第７条 取引参加者、前条の許可を受けた者その他の魚市場に入

場する者は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第５

号及び第６号において市長が必要と認める場合は、この限りで

ない。 

取引参加者全

体（卸売業者・

買受人）を対象

とした。地方卸

売市場の必須

規定事項。〔法

第13条第４項

第２号関係〕 

(１) 使用及び利用の許可の目的外に使用又は利用すること。 (１) 使用及び利用の許可の目的外に使用又は利用すること。  

(２) 権利を他に転貸し、又は譲渡すること。 (２) 権利を他に転貸し、又は譲渡すること。  

(３) 魚市場の秩序を乱し、又は公共の利益を害すること。 (３) 魚市場の秩序を乱し、又は公共の利益を害すること。  

(４) 自己の物品を放置し、又は魚市場の清潔を損なうこと。 (４) 自己の物品を放置し、又は魚市場の清潔を損なうこと。  

(５) 衛生上有害な物品を搬入すること。 (５) 衛生上有害な物品を搬入すること。  

(６) 用途又は原形を変更すること。 (６) 用途又は原形を変更すること。  

２ 市長は、前項の規定に違反する者があるときは、その者に対

し、退場を命じ、又は入場を制限することができる。 

２ 市長は、前項の規定に違反する者があるときは、その者に対

し、退場を命じ、又は入場を制限することができる。 

 

（使用許可の取消し等） （使用許可の取消し等）  

第８条 市長は、卸売業者が法第65条の規定による処分を受けた

とき又はこの条例若しくはこの条例に基づく規定に違反したと

きは、第５条第１項の許可を取り消し、又は使用を停止するもの

第８条 市長は、卸売業者が第４条の３第１項の規定による処分

を受けたとき又はこの条例若しくはこの条例に基づく規定に違

反したときは、第５条第１項の許可を取り消し、又は使用を停

法改正による

参照条文の改

正 
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改正前 改正後 改正趣旨 

とする。 止するものとする。 

２ 指定管理者は、第６条の許可を受けた者がこの条例又はこの

条例に基づく規定に違反したときは、当該許可を取り消し、又は

利用を停止するものとする。 

２ 指定管理者は、第６条の許可を受けた者がこの条例又はこの

条例に基づく規定に違反したときは、当該許可を取り消し、又

は利用を停止するものとする。 

 

（魚市場施設の使用料） （魚市場施設の使用料）  

第９条 魚市場施設の使用料（消費税額を含み、電気、電話、ガ

ス、上下水道等の料金（以下「付加使用料」という。）を除く。

以下同じ。）は、別表第１のとおりとする。 

第９条 魚市場施設の使用料（消費税額を含み、電気、電話、ガ

ス、上下水道等の料金（以下「付加使用料」という。）を除く。

以下同じ。）は、別表第１のとおりとする。 

 

２ 魚市場施設の付加使用料は、使用した者の負担とする。ただ

し、市長が特に必要があると認めるときは、市が当該付加使用料

の一部又は全部を負担することができる。 

２ 魚市場施設の付加使用料は、使用した者の負担とする。ただ

し、市長が特に必要があると認めるときは、市が当該付加使用

料の一部又は全部を負担することができる。 

 

（活性化施設等の利用料金） （活性化施設等の利用料金）  

第10条 活性化施設等の利用料金（消費税額を含み、付加使用料

を除く。以下同じ。）は、別表第２に掲げる額の範囲内で、指定

管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。 

第10条 活性化施設等の利用料金（消費税額を含み、付加使用料

を除く。以下同じ。）は、別表第２に掲げる額の範囲内で、指

定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。 

 

２ 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。 ２ 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。  

３ 活性化施設及びその他施設の付加使用料は、利用した者の負

担とする。 

３ 活性化施設及びその他施設の付加使用料は、利用した者の負

担とする。 

 

（使用料及び利用料金の納付期限） （使用料及び利用料金の納付期限）  

第11条 使用料及び利用料金は、次の各号に掲げる施設に応じ、

それぞれ当該各号に定める納付期限までに納付しなければなら

ない。 

第11条 使用料及び利用料金は、次の各号に掲げる施設に応じ、

それぞれ当該各号に定める納付期限までに納付しなければなら

ない。 

 

(１) 魚市場施設 (１) 魚市場施設  

ア ４月１日から９月30日までの使用料 10月31日 ア ４月１日から９月30日までの使用料 10月31日  

イ 10月１日から３月31日までの使用料 ４月30日 イ 10月１日から３月31日までの使用料 ４月30日  

(２) 活性化施設等 (２) 活性化施設等  

ア 多目的ホールの利用料金 許可を受けた日 ア 多目的ホールの利用料金 許可を受けた日  

イ 飲食施設、関連業者事務室及び充電設備の利用料金 当該

月の15日 

イ 飲食施設、関連業者事務室及び充電設備の利用料金 当

該月の15日 

 

（使用料及び利用料金の減免） （使用料及び利用料金の減免）  

第12条 市長は、災害等の理由により特に必要があると認めると 第12条 市長は、災害等の理由により特に必要があると認めると  
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改正前 改正後 改正趣旨 

きは、使用料の一部又は全部を減免することができる。 きは、使用料の一部又は全部を減免することができる。 

２ 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、利用料金の

一部又は全部を減免することができる。 

２ 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、利用料金の

一部又は全部を減免することができる。 

 

（使用料及び利用料金の不還付） （使用料及び利用料金の不還付）  

第13条 既納の使用料及び利用料金は、還付しない。ただし、市

又は指定管理者の責めに帰すべき理由により使用又は利用でき

なくなったときその他市長が特に必要があると認める場合は、こ

の限りでない。 

第13条 既納の使用料及び利用料金は、還付しない。ただし、市

又は指定管理者の責めに帰すべき理由により使用又は利用でき

なくなったときその他市長が特に必要があると認める場合は、

この限りでない。 

 

（卸売業務規約の承認） （卸売業務規約の承認）  

第14条 卸売業者は、卸売業務規約を定め、市長の承認を受けな

ければならない。これを変更しようとするときも同様とする。 

第14条 卸売業者は、卸売業務規約を定め、市長の承認を受けな

ければならない。これを変更しようとするときも同様とする。 

 

（買受人の承認） （買受人の承認）  

第15条 県条例第14条の規定に定めのある買受人として市長の承

認を受けようとする者は、卸売業者を経由し、別に定める業務規

程により市長の承認を受けなければならない。 

第15条 買受人（魚市場において卸売業者から卸売を受ける者を

いう。以下同じ。）として市長の承認を受けようとする者は、

卸売業者を経由し、別に定める業務規程により市長の承認を受

けなければならない。 

県条例の廃止

による条文の

改正 

２ 買受人の承認の期間は、３年以内とする。 ２ 買受人の承認の期間は、３年以内とする。  

 （指導及び助言等） 地方卸売市場

の必須規定事

項。〔法第13

条第５項第３

号のハ関係〕 

 第15条の２ 市長は、遵守事項（法第13条第４項の規定により定

める取引参加者が魚市場における業務に関し遵守すべき事項を

いう。）を取引参加者に遵守させるため、これに必要な限度に

おいて、取引参加者に対し、指導及び助言、報告及び検査、是

正の求めその他の措置をとることができる。 

（損害賠償） （損害賠償）  

第16条 魚市場を利用する者は、自己の責めに帰すべき理由によ

り施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、これを

原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、市

長は、相当の理由があると認めるときは、その賠償義務の全部又

は一部を免除することができる。 

第16条 魚市場を利用する者は、自己の責めに帰すべき理由によ

り施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、これ

を原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、

市長は、相当の理由があると認めるときは、その賠償義務の全

部又は一部を免除することができる。 

 

（指定管理者による管理） （指定管理者による管理）  

第17条 活性化施設等の管理は、指定管理者に行わせるものとす

る。 

第17条 活性化施設等の管理は、指定管理者に行わせるものとす

る。 
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改正前 改正後 改正趣旨 

（指定管理者の指定の手続） （指定管理者の指定の手続）  

第18条 活性化施設等の管理について、指定管理者の指定を受け

ようとするものは、市長が定める日までに、市長に申請しなけれ

ばならない。 

第18条 活性化施設等の管理について、指定管理者の指定を受け

ようとするものは、市長が定める日までに、市長に申請しなけ

ればならない。 

 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる

事項に照らして指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て

指定管理者として指定するものとする。 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる

事項に照らして指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経

て指定管理者として指定するものとする。 

 

(１) 市民の平等な利用が確保されること。 (１) 市民の平等な利用が確保されること。  

(２) 活性化施設等の目的が効果的かつ効率的に達成されるこ

と。 

(２) 活性化施設等の目的が効果的かつ効率的に達成されるこ

と。 

 

(３) 活性化施設等の管理に係る経費の縮減が図られること。 (３) 活性化施設等の管理に係る経費の縮減が図られること。  

(４) 活性化施設等の管理を継続して適正かつ確実に行う物的

能力及び人的能力を有していること。 

(４) 活性化施設等の管理を継続して適正かつ確実に行う物的

能力及び人的能力を有していること。 

 

（指定等の告示） （指定等の告示）  

第19条 市長は、前条第２項の規定により指定管理者を指定した

とき又は地方自治法第244条の２第11項の規定に基づき、その指

定を取り消し、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは

一部の停止を命じたときは、その旨を告示するものとする。 

第19条 市長は、前条第２項の規定により指定管理者を指定した

とき又は地方自治法第244条の２第11項の規定に基づき、その指

定を取り消し、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しく

は一部の停止を命じたときは、その旨を告示するものとする。 

 

（変更の届出） （変更の届出）  

第20条 指定管理者は、その名称、住所その他市長が定める事項

に変更があったときは、速やかに、その旨を市長に届け出なけれ

ばならない。 

第20条 指定管理者は、その名称、住所その他市長が定める事項

に変更があったときは、速やかに、その旨を市長に届け出なけ

ればならない。 

 

２ 市長は、前項の規定により指定管理者の名称又は住所の変更

の届出があったときは、その旨を告示するものとする。 

２ 市長は、前項の規定により指定管理者の名称又は住所の変更

の届出があったときは、その旨を告示するものとする。 

 

（管理の基準） （管理の基準）  

第21条 指定管理者が行う活性化施設等の管理の基準は、次のと

おりとする。 

第21条 指定管理者が行う活性化施設等の管理の基準は、次のと

おりとする。 

 

(１) 法、地方自治法、この条例及びこの条例に基づく規則の

規定に従い、適正に管理すること。 

(１) 法、地方自治法、この条例及びこの条例に基づく規則の

規定に従い、適正に管理すること。 

 

(２) 取得した個人情報を適正に管理すること。 (２) 取得した個人情報を適正に管理すること。  

（指定管理者の業務） （指定管理者の業務）  
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改正前 改正後 改正趣旨 

第22条 指定管理者の業務は、次のとおりとする。 第22条 指定管理者の業務は、次のとおりとする。  

(１) 魚市場関係者から市長への各種申請及び届出の受付に関

すること。 

(１) 魚市場関係者から市長への各種申請及び届出の受付に関

すること。 

 

(２) 活性化施設等の利用許可、利用許可の取消し、利用の制

限その他利用に関すること。 

(２) 活性化施設等の利用許可、利用許可の取消し、利用の制

限その他利用に関すること。 

 

(３) 活性化施設等の利用料金の徴収、利用料金の減免その他

利用料金に関すること。 

(３) 活性化施設等の利用料金の徴収、利用料金の減免その他

利用料金に関すること。 

 

(４) 活性化施設等の施設及び設備の維持管理に関すること。 (４) 活性化施設等の施設及び設備の維持管理に関すること。  

(５) 活性化施設等の利用の促進に関すること。 (５) 活性化施設等の利用の促進に関すること。  

(６) 前各号に掲げるもののほか、活性化施設等の管理に関し

市長が必要と認めること。 

(６) 前各号に掲げるもののほか、活性化施設等の管理に関し

市長が必要と認めること。 

 

（事業報告書の提出） （事業報告書の提出）  

第23条 指定管理者は、毎年度終了後、市長が定める日までに、

活性化施設等に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を

作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中に

おいて地方自治法第244条の２第11項の規定に基づき指定を取

り消されたときは、当該指定を取り消された日までの期間につい

て、当該指定を取り消された日後、市長が定める日までに、事業

報告書を提出しなければならない。 

第23条 指定管理者は、毎年度終了後、市長が定める日までに、

活性化施設等に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を

作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中

において地方自治法第244条の２第11項の規定に基づき指定を

取り消されたときは、当該指定を取り消された日までの期間に

ついて、当該指定を取り消された日後、市長が定める日までに、

事業報告書を提出しなければならない。 

 

(１) 管理業務の実施状況に関する事項 (１) 管理業務の実施状況に関する事項  

(２) 利用状況に関する事項 (２) 利用状況に関する事項  

(３) 経理の状況に関する事項 (３) 経理の状況に関する事項  

(４) その他市長が必要と認める事項 (４) その他市長が必要と認める事項  

（運営委員会） （運営委員会）  

第24条 魚市場の公正、円滑な維持及び管理運営を図るため、市

長の諮問機関として大船渡市魚市場運営委員会（以下「運営委員

会」という。）を置くことができる。 

第24条 魚市場の公正、円滑な維持及び管理運営を図るため、市

長の諮問機関として大船渡市魚市場運営委員会（以下「運営委

員会」という。）を置くことができる。 

 

２ 運営委員会に関し必要な事項は、市長が別に定める。 ２ 運営委員会に関し必要な事項は、市長が別に定める。  

（委任） （委任）  

第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。  

附 則 附 則  
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改正前 改正後 改正趣旨 

（施行期日） （施行期日）  

１ この条例は、平成26年４月１日から施行する。 １ この条例は、平成26年４月１日から施行する。  

（経過措置） （経過措置）  

２ この条例の施行の際現に地方卸売市場大船渡市魚市場条例

（昭和48年大船渡市条例第３号）の規定により卸売又は仲買業

務を行っている者についての必要な事項は、この条例による許可

又は承認を受ける日までの間は、なお従前の例による。 

２ この条例の施行の際現に地方卸売市場大船渡市魚市場条例

（昭和48年大船渡市条例第３号）の規定により卸売又は仲買業

務を行っている者についての必要な事項は、この条例による許

可又は承認を受ける日までの間は、なお従前の例による。 

 

（事前手続） （事前手続）  

３ この条例による改正後の地方卸売市場大船渡市魚市場条例第

18条の規定による指定管理者の指定の手続及び第19条の当該指

定の告示は、この条例の施行の日前においても行うことができ

る。 

３ この条例による改正後の地方卸売市場大船渡市魚市場条例第

18条の規定による指定管理者の指定の手続及び第19条の当該指

定の告示は、この条例の施行の日前においても行うことができ

る。 

 

（重要な公の施設及び特に重要な公の施設に関する条例の一部

改正） 

（重要な公の施設及び特に重要な公の施設に関する条例の一部

改正） 

 

４ 重要な公の施設及び特に重要な公の施設に関する条例（昭和

39年大船渡市条例第16号）の一部を次のように改正する。 

４ 重要な公の施設及び特に重要な公の施設に関する条例（昭和

39年大船渡市条例第16号）の一部を次のように改正する。 

 

第２条に次の１号を加える。 第２条に次の１号を加える。  

(32) 魚市場 (32) 魚市場  

第３条に次の１号を加える。 第３条に次の１号を加える。  

(６) 魚市場 (６) 魚市場  

附 則（平成27年９月18日条例第35号） 附 則（平成27年９月18日条例第35号）  

この条例は、規則で定める日から施行する。 この条例は、規則で定める日から施行する。  

 附 則（令和２年３月19日条例第13号）  

（施行期日）  

１ この条例は、令和２年６月21日から施行する。ただし、次項

及び附則第３項の規定は、公布の日から施行する。 

施行日を規定。

ただし、卸売業

者の許可手続

きは施行日前

に行うことが

できるよう規

定。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の地方卸売市場大船渡市魚市場条例

（以下「新条例」という。）第４条の２第１項の許可を受けよ

うとする者は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）

前においても、その申請をすることができる。 
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改正前 改正後 改正趣旨 

３ 市長は、前項の申請があった場合においては、施行日前にお

いても、新条例第４条の２の規定の例により、その許可をする

ことができる。この場合において、その許可を受けた者は、施

行日において同条第１項の許可を受けたものとみなす。 

４ この条例の施行の際卸売市場法及び食品流通構造改善促進法

の一部を改正する法律（平成30年法律第62号）第１条の規定に

よる改正前の卸売市場法（昭和46年法律第35号）第58条に規定

する卸売業務の許可を受けている者は、この条例の施行の際附

則第２項の申請について処分が行われていない場合において

は、その処分が行われるまでの間は、新条例第４条の２第１項

の許可を受けたものとみなす。 

本条例施行日

までに卸売業

者の許可がな

されていない

場合でも、現卸

売業者に許可

しているもの

とみなす規定。 

別表第１（第９条関係） 別表第１（第９条関係）  

 区分 魚市場施設使用料   区分 魚市場施設使用料   

 一般生鮮魚介及びその

加工品 

水揚金額（消費税額を含む。

以下同じ。）の1,000分の3.5

相当額 

  一般生鮮魚介及びその

加工品 

水揚金額（消費税額を含む。

以下同じ。）の1,000分の3.5

相当額 

  

 船内冷凍物及び北洋底

曳魚類等 

水揚金額の1,000分の２相当

額 

  船内冷凍物及び北洋底

曳魚類等 

水揚金額の1,000分の２相当

額 

  

別表第２（第10条関係） 別表第２（第10条関係）  

 区分 活性化施設等利用料金   区分 活性化施設等利用料

金 

  

 多目的ホール １時間当たりの利用額 800円   多目的ホール １時間当たりの利用

額 800円 

  

 飲食施設 月額 30,000円   飲食施設 月額 30,000円   

 関連業者事務室 １平方メートル当たりの月額 

690円 

  関連業者事務室 １平方メートル当た

りの月額 690円 

  

 充電設備 月額 2,000円   充電設備 月額 2,000円   

備考 備考  

利用料金は、多目的ホールにおいては、次に掲げる場合の区分

に応じ、それぞれ次に掲げるとおりとし、飲食施設、関連業者事

利用料金は、多目的ホールにおいては、次に掲げる場合の区

分に応じ、それぞれ次に掲げるとおりとし、飲食施設、関連業
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改正前 改正後 改正趣旨 

務室及び充電設備においては、１月に満たない場合の利用を１月

として計算し、日割計算しないものとする。 

者事務室及び充電設備においては、１月に満たない場合の利用

を１月として計算し、日割計算しないものとする。 

(１) 水産関係機関・団体が、当該事業活動のために利用する

場合 無料 

(１) 水産関係機関・団体が、当該事業活動のために利用す

る場合 無料 

 

(２) 半面を利用する場合 半額 (２) 半面を利用する場合 半額  

(３) 利用者が入場料その他の利用料金を参集する者から徴

収し、又は営利を目的に利用する場合 倍額 

(３) 利用者が入場料その他の利用料金を参集する者から徴

収し、又は営利を目的に利用する場合 倍額 

 

 


